
（様式1） 研究事業評価調書（平成 24 年度） 平成24 年12 月21 日作成 

事業区分 経常研究（基盤） 研究期間 平成25 年度～平成27 年度 評価区分 事前評価 

環境機能材料のものづくり高度化支援プロセスの開発 研究テーマ名 

 

（副題） 
多孔体製品開発と素材にダメージを与えない製造技術（低温・中性）の確立 

主管の機関・科（研究室）名 研究代表者名 窯業技術センター・環境・機能材料科 高松宏行 

＜県長期構想等での位置づけ＞ 

 
長崎県総合計画 

基本理念：産業が輝く長崎県 
政策：５．次代を担う産業と働く場を生み育てる 

（３）新産業の創出・育成 

長崎県科学技術振興ビジョン ２－１．産業の基盤を支える施策 （２）次代を担う産業と働く場を生み育て
るための、地場産業が持つものづくり技術の高度化 

 
長崎県産業振興ビジョン 
 

基本方針：３．時代をリードする新産業の創出・育成 
重点プロジェクト：３．新産業（成長分野産業）振興プロジェクト 
            ①環境・新エネルギー分野の振興 

１ 研究の概要(100 文字) 

粉末状など形態付与されれば製品化が可能な機能性素材の製品化について、多孔体組織の制御および素材

の能力を損なわない成形・固化技術について体系的に実験・整理し、「ものづくり支援プロセス」を開発する。 

研究項目 

①機能性素材の能力を引き出す多孔体組織設計 

②機能性素材にダメージを与えない低温固化技術の開発 

③中性域における低温固化技術の開発 

２ 研究の必要性 

１） 社会的・経済的背景及びニーズ 

窯業技術センターには、県内中小企業より、様々な機能性素材や天然の機能性素材を用いた製品を開発し

たいという相談が数多く寄せられている。窯業技術センターでは県内中小企業からこのような要望があった際

に共同研究等で対応しており、持ち込まれた機能性素材に適した加工方法により製品の試作を支援してきた

が、ものづくりのプロセス開発・整備が十分でなく製品化に至る例は多くなかった。また、これまでに大学や研

究機関等において、新たな機能性素材の研究が数多く行なわれているが、素材を製品化するための加工技術

が公表されることは少なく、第 3 者が詳細に知ることはできない。一般に機能性素材の能力は、実際に使用さ

れる形状に加工される過程において、本来の能力が損なわれることが多い。さらに、材料設計や加工等のもの

づくりの要素技術は多くの研究があるが、これらの要素技術を適正に組み合わせた一連のものづくりプロセス

として整備されている状況にはない。したがって、素材から製品化に至る「ものづくりプロセス」を開発・整備す

ることは、県内企業の製品開発および新事業創出を支援するために必要である。 

これまでの技術相談や共同研究を整理し、機能性素材の製品化に至らなかった原因を具体的に調査したと

ころ、ものづくりプロセスにおいて、多孔体組織の設計や制御、素材を加工する際の温度や pH が必ずしも適正

ではなかったことが分かった。したがって本研究では、こうした素材の能力を損なわず、能力を最大限に引き

出すための「ものづくり支援プロセス」を開発・整備する。 

２） 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性 

公設試験場において、これまでにものづくりプロセスを体系的に開発・整備し、中小企業に技術提供している

事例はなく、県として取り組む必要がある。 

３ 効率性（研究項目と内容・方法）  

研究 

項目 
研究内容・方法 活動指標  

Ｈ 
25 

Ｈ 
26 

Ｈ
27

単位

目標 5 2 2 件 

① 多孔体組織の設計法の検討 

多孔体組織の設計、原料の検  

討、骨材粒子充填による成形条件

の検討、押出し造粒による成形条件

の検討、鋳込による泡状多孔体作

製条件の検討件数 

実績     

目標  3  件 
② 低温成形技術の検討 

石灰炭酸固化技術の条件検討、ゾ

ル・ゲル固化技術の条件検討、樹脂

（酸性）配合固化技術の条件検討件

数 実績     



目標   3 件 

③ 
中性域における低温成形技術の
検討 

石灰リン酸固化技術の条件検討、過

熱水蒸気処理技術の条件検討、樹

脂（中性）配合固化技術の条件検討

件数 
実績     

１） 参加研究機関等の役割分担 

窯業技術セン タ ー ：低温成形技術によ る もの づ く り高度化支援プ ロセス の 開発と 製品試作

※研究期間内に本プロセスを用いた製品試作の共同研究を実施する。 

２） 予算 
 

財源 
研究予算 
（千円） 

計 
（ 円） 

人件費 
（千円） 研究費 

（千円） 国庫 県債 その他 一財 

全体予算 19,455 13,455 6,000   19,455

25 年度 6,485 4,485 2,000   6,485

26 年度 6,485 4,485 2,000   6,485

27 年度 6,485 4,485 2,000   6,485
※ 過去の年度は実績、当該年度は現計予算、次年度以降は案 
人件費は職員人件費の見積額 

（研究開発の途中で見直した事項） 

 

４ 有効性 

研究 

項目 
成果指標 目標 実績

Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

得られる成果の補足説明等 

① 濾過器・調湿器の製品化 1 種  1   多孔体組織の設計とその活用による製品化 

② 
浄水器用充填材の製品
化 

1 種   1  
石灰炭酸固化技術の開発・整備とその活用に
よる製品化 

② 
放射性同位元素等除
去・封入材の製品化 

1 種   1  
過熱水蒸気処理技術の開発・整備とその活用
よる製品化 

③ 
微生物濾過用資材の製
品化 

1 種    1 
石灰リン酸固化技術の開発・整備とその活用
による製品化 

③ 
微生物製剤基材の製品
化 

1 種    1 
樹脂配合固化技術の開発・整備とその活用に
よる製品化 

① 
② 
③ 

ものづくり高度化支援
プロセスの整備 

1 件    1 
上記を総括した機能性素材の加工プロセスの
整備 

１）従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性 

 ものづくり高度化支援プロセスの開発によって、県内中小企業が自社の設備或いは窯業技術センターの設備

を用いて思い通りに試作品を開発することが可能となり、本県製造業の高度化に貢献できる。 

また、窯業技術センターが保有する球形整粒機や押出造粒機などの加工機器および過去の共同研究や技

術相談で培った加工技術やノウハウを利用することによって、ものづくり高度化支援プロセスを短期間で効率

的に開発可能である。 

２）成果の普及 

■研究成果の社会・経済への還元シナリオ 

また本研究期間中に、企業との共同研究を行い、開発したプロセスにより、新製品開発の支援を行なう。研

究期間後は、県内外企業より機能性素材を用いた製品づくりの要望が寄せられた際に、開発プロセスに基づい

て試作品を作製して企業に提供する。また、設備を保有する企業には最適な加工法を指導する。 

■研究成果による社会・経済への波及効果の見込み 

・経済効果 ： 約7 億円 

本研究で開発するものづくり高度化支援プロセスを活用した製品の例として以下のものが考えられる。 

＜浄水器＞1.5 億円（安全な飲料水の需用150 億円（推定）の 1%を経済効果の及ぶ範囲とした。） 

＜加湿・調湿機＞4 千万円（市場規模40 億円の 1%を経済効果の及ぶ範囲とした。） 

＜排水処理＞5 億円（全国の排水処理用資材製造市場 14,728 億円のうち、県内関連企業が参入可能な

市場規模を 50 億円（推定）とし、その 10%を経済効果の及ぶ範囲とした。） 

（研究開発の途中で見直した事項） 

 



（様式2）                       研究評価の概要 

種

類 
自己評価 研究評価委員会 

 

 

事 

 

前 

（24 年度） 

評価結果 

(総合評価段階： S) 

・必 要 性 S 

 窯業技術センターには、様々な機能性素材や天然

の機能性素材を用いた製品を開発したいという相談

が県内中小企業より数多く寄せられており、機能性素

材に適した加工方法により製品の試作を支援してきた

が、ものづくりのプロセス開発・整備が十分でなく製品

化に至る例は多くなかった。これは、機能性素材の能

力は、加工される過程において、本来の能力が損な

われることが多いためである。また、材料設計や加工

等のものづくりの要素技術は多くの研究があるが、こ

れらの要素技術を適正に組み合わせた一連のものづ

くりプロセスとして整備されている状況にはない。した

がって、素材から製品化に至る「ものづくりプロセス」

を開発・整備することは、県内企業の製品開発および

新事業創出を支援するために必要である。 

・効 率 性 S 

窯業技術センターの研究資源を有効に活用しつ

つ、現在保有している要素技術を有機的に連結し、な

おかつ新たな技術を導入することにより県内企業の

製品開発を支援するための高度なものづくりプロセス

を開発・整備することができるため研究開発は効率的

に行われる。また、組織設計、低温固化技術、中性域

での低温固化技術が、各年度において逐次蓄積さ

れ、各年度で段階的に整備されたプロセスを活用した

製品化が可能であるため効率がよい。 

・有 効 性 S 

本研究は、年度毎に開発・整備する要素技術を明

確に位置付けており、県内企業との共同研究を通し

て、その要素技術を活用した製品開発を行うため、県

内企業のものづくりを支援するうえで有効である。ま

た、多孔性の無機素材がもつ、吸着、触媒、分離、吸

収などの機能を、県内の陶磁器産業、資源・リサイク

ル産業、水処理産業、窯業・土石産業の製品に移転す

ることで関連企業の新事業創出や競争力の増進に繋

がり有効である。 

・総合評価 S 

ものづくりプロセスを開発・整備することは、県内製

造業の競争力の増進、新製品開発、新事業創出にと

って大切な技術資源の蓄積となるので、県研究機関

において取り組むべき研究課題である。 

（24 年度） 

評価結果 

(総合評価段階： S) 

・必 要 性 S 

機能性材料の加工技術の高度化については、地場

の産業界に強いニーズがあり、技術を体系的に整理

して企業に提供することは、地場産業の振興に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・効 率 性 A 

窯業技術センターがすでに保有する技術を有効に

活用することにより、確実な成果が期待できる。研究

計画における重複部分を明確化して整理すれば、さら

に効率的に研究を進めることが可能と考えられる。 

 

 

 

 

 

・有 効 性 S 

「ものづくり高度化支援プロセス」は地場企業の製

品開発を支援するうえで、非常に有効なツールになる

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

・総合評価 S 

保有する技術の集大成を地場企業において有効活

用する重要な取組みであり、地場産業の振興に対す

る貢献度は高い。本研究は、既存技術を用いた製品

開発であり、研究計画どおりに確実に製品化を図るこ

とを期待する。 

 対応 対応 

・必 要 性 

県内製造業のニーズについては、企業訪問等を通



じて情報の収集に当たり、ニーズを反映した、利用し

易いものづくり支援プロセスを体系的に整理・構築す

るよう努める。 

 

・効 率 性 

ものづくり支援プロセスを活用した製品化にあたっ

ては、共通する要素技術を整理・明確化し、研究の効

率改善に努める。 

 

・有 効 性 

ものづくり支援プロセスを整備し、開発したプロセス

によって確実に製品化に繋げる。また製品化の過程

において、さらに有効なツールとなるようプロセスの

ブラッシュアップを行う。 

 

・総合評価 

年度毎に開発・整備する要素技術を積み重ねること

により、ものづくり支援プロセスを構築し、県内企業と

の共同研究による製品開発に適用して、成果の具現

化に努める。 

 

 

途 

 

中 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 

 

 

事 

 

後 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 



■総合評価の段階 
平成２０年度以降 
（事前評価） 

Ｓ＝積極的に推進すべきである 
Ａ＝概ね妥当である 
Ｂ＝計画の再検討が必要である 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげており、継続すべきである 
Ａ＝計画どおり進捗しており、継続することは妥当である 
Ｂ＝研究費の減額も含め、研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究を中止すべきである 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげた 
Ａ＝概ね計画を達成した 
Ｂ＝一部に成果があった 
Ｃ＝成果が認められなかった 

 
平成１９年度 
（事前評価） 

Ｓ＝着実に実施すべき研究 
Ａ＝問題点を解決し、効果的、効率的な実施が求められる研究 
Ｂ＝研究内容、計画、推進体制等の見直しが求められる研究 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画を上回る実績を上げており、今後も着実な推進が適当である 
Ａ＝計画達成に向け積極的な推進が必要である 
Ｂ＝研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究費の減額又は停止が適当である 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の研究の進展があった 
Ａ＝計画どおり研究が進展した 
Ｂ＝計画どおりではなかったが一応の進展があった 
Ｃ＝十分な進展があったとは言い難い 

 
平成１８年度 
（事前評価） 

１：不適当であり採択すべきでない。 
２：大幅な見直しが必要である。 
３：一部見直しが必要である。 
４：概ね適当であり採択してよい。 
５：適当であり是非採択すべきである。 

（途中評価） 
１：全体的な進捗の遅れ、または今後の成果の可能性も無く、中止すべき。 
２：一部を除き、進捗遅れや問題点が多く、大幅な見直しが必要である。 
３：一部の進捗遅れ、または問題点があり、一部見直しが必要である。 
４：概ね計画どおりであり、このまま推進。 
５：計画以上の進捗状況であり、このまま推進。 

（事後評価） 
１：計画時の成果が達成できておらず、今後の発展性も見込めない。 
２：計画時の成果が一部を除き達成できておらず、発展的な課題の検討にあたっては熟慮が必要である。 
３：計画時の成果が一部達成できておらず、発展的な課題の検討については注意が必要である。 
４：概ね計画時の成果が得られており、必要であれば発展的課題の検討も可。 
５：計画時以上の成果が得られており、必要により発展的な課題の推進も可。 

 


